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各 教 育 局 長 

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く） 

 

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 伊 藤 伸 一  

 

   放課後児童クラブの来所・帰宅経路の安全点検について（通知） 

 このことについて、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課から別

添写しのとおり事務連絡がありましたので通知します。 

 つきましては、各市町村教育委員会においては、放課後児童クラブ担当部局から各学校の

通学路についての照会があった場合には、通学路の情報提供をお願いします。 

また、別添の通知では、令和４年度以降、平成25年12月６日付け「通学路の交通安全の確

保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」（文部科学省、国土交通省、警察庁）に

基づき、各市町村で構築している推進体制に、市町村の放課後児童クラブ担当部局も参画す

ることを検討するよう求めておりますので、担当部局が推進体制に参加できるよう対応をお

願いします。 

 

（生徒指導（学校安全）係）  
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